
検索栃木県市町村職員共済組合

交通事故等（第三者行為）による傷病の治療でマイナ保険証等を使用した場合、当組合が加害者や加
害者が加入する保険会社に医療費等を請求しますので、事前に当組合保健課にご連絡いただき、次の
書類をご提出ください。
通勤中及び勤務中の事故等は、公務災害になりますのでマイナ保険証等は使用しないでください。

配当金は、１年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合に還付する仕組みとなっています。
ただし、令和７年１月から12 月までに中途脱退した場合は、還付の対象外となります。

提出書類

送付日 積立金額

● 損害賠償申告書　　　
● 事故状況報告書
● 同意書
● 交通事故証明書
● 人身事故証明書入手不能理由書（交通事故証明書が物損事故扱いの場合）

外傷性の傷病で医療機関を受診した場合は、第三者行為によるものか所属所を通して確認することがあります。

制度内容については、更新募集案内時に配付または当組合ホームページに掲載の遺族付加年金“きずな ”
令和8年パンフレットをご確認ください。

※…積立年金プランは、毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の積増のための保険料の払込
に充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当するため、還付はありません。

令和 8 年 2 月下旬予定 令和 7 年 12 月末日の残高

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

当組合ホームページからダウンロードできます。

保健課　☎028-615-7816上記記事に関するお問い合わせは

配当金の対象制度

● 遺族付加年金 “ きずな ”（生命保険部分）
● きずなプラス
● 入院保険
● 積立年金プラン※

送金日及び明細の送付 令和８年２月下旬予定

遺族付加年金“きずな”の配当金を還付します

交通事故等（第三者行為）による傷病の治療で、
マイナ保険証等を使用する場合、
事前に当組合への連絡が必要です

「ご加入内容のお知らせ」を送付します
積立年金プラン加入者様に

12 共済だより 2026.1 No.362




